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愛知総決起集会・報告
無償化デー企画・報告①

公開授業＆交換授業

　授業の後には、中高級学校の生徒によるミニ芸術公演を鑑賞し、焼肉パーティーで交流を深めました。
　この記事をご覧になって「授業をしてみたい！」とお考えの方は、事務局までお知らせ下さい。

　無償化ネット愛知では、毎月１回『無償化デー』と
題して様々なとりくみやイベントを行っています。毎
年10月は、愛知県豊明市の朝鮮中高級学校で「公
開授業＆交換授業」を行っています。このイベントは
これまでに５回行ってきました。
　第１限は、公開授業として中高級学校で普段行わ
れている授業を見学します。
　そして、第２限は交換授業として日本の大学・高
校の現役教員による授業が行われます。
　去る 2018 年10月 27日（土）には、６学年10
クラスで以下の交換授業が実施されました。

　2018 年９月15日、愛知朝鮮高校生就学支援金不支
給違憲国家賠償請求裁判（以下、無償化裁判）の控
訴審（高裁）勝訴に向けた総決起集会と題し、在日本
朝鮮人人権協会の金東鶴氏による講演「民族教育権
の過去と現在－二つの12.28から考える－」と金東鶴氏、
弁護団の仲松大樹弁護士、愛知朝鮮中高級学校出身
であり現在は同校で教鞭を執る李英実氏によるパネル
ディスカッションが行なわれました。日頃から朝鮮学校や
無償化裁判を支援してくださっている方だけでなく、初
めて無償化裁判に関わる行事に参加する方も多数い
らっしゃり、世論の関心の高まりと愛知での運動の広がり
を実感しました。
　金東鶴氏の講演題目にある“二つの12.28”とは、
1965年12月28日の文部事務次官通達「朝鮮人のみを
収容する教育施設の取扱いについて」と2012年 12月
28日の下村博文文相（当時）の記者会見のこと。これら
の間には47年もの時間の経過がありますが、日本国政府、
そして教育行政権力たる文部科学省（1965年当時は文
部省）の朝鮮学校に対する姿勢は、“朝鮮人を育成する
民族教育それ自体に対する蔑視と、民族教育権の侵害
に対する等閑視”で驚くほどに貫かれています。そして、
このような姿勢を堅持する背景には、大日本帝国による朝
鮮半島植民地支配ののち、1945年以降も絶えず続いて
いる植民地主義的思想やそれと結びつきながら日本社会
にはびこる「北朝鮮」嫌悪（「ならずもの国家“北朝鮮”」
の名がつけば、外交や人権の常識を全て無視して、あら
ゆる誹謗中傷が正当化される雰囲気）や嫌韓などと称さ
れる、降りかかる抑圧の転嫁としての差別扇動があるとい
うことを参加者全員で再確認しました。続くパネルディスカッ
ションでは、まず、朝鮮学校出身者や無償化問題に関わ
る弁護士の立場から抱く講演の感想を述べて頂きました。
その後、在日朝鮮人の子どもにとって、また、大人たちにとっ
て朝鮮学校とは何なのかという、本裁判の背骨とも言える
事項について意見を交わし、今後どのように朝鮮学校を
守り、発展させていくかという具体的方策を議論しました。
　折角の総決起集会になんて地味なことを、と思われる
方もいらっしゃることでしょう。しかし、この後も長い期間、
決して平坦ではない裁判を闘っていくにあたって、無償化
裁判で司法に“問うている”事柄が、同時に無償化裁
判を支援する私たち1人ひとりに“問われている”事柄
であることを自覚し、向き合う必要がある、というのが無
償化ネット愛知の問題意識です。「朝鮮高校にも無償化

適用を！」という時、そこに様 な々理由をつけることがで
きるでしょう。例えば、差別なんて可哀想だから朝鮮高校
も無償化適用しましょう。朝鮮高校に通った子どもたちも、
日本人の子どもたちと同じように、将来、日本社会の役に
立つから無償化適用しましょう。「北朝鮮」は悪い国だけ
れど、子どもたちに罪はないから朝鮮高校も無償化適用
しましょう、などなど。
　このような理由づけは全て、日本社会にとって理解し易
い朝鮮学校像を要求し、結果として、朝鮮学校の核であ
り、在日朝鮮人の権利の核たる民族教育を蔑ろにしてい
くのではないでしょうか。言い換えれば、無償化裁判支
援の中に植民地主義的思想や「北朝鮮」嫌悪が芽生
え、はびこる隙を与えることになるでしょう。民族教育の
権利とは何を意味するのかという問いに真剣に向き合い、
その過程で支援に関わる人々が自らの考えの中にもあるか
もしれない差別と向き合うことが、運動の足腰を鍛えること
になるでしょう。今、日本の司法は立法府や行政府による
朝鮮学校差別を、疑問に思うこともなしに承認しています。
足腰の強い運動の広がりが、司法府に自らに内在する差
別に向き合わせるほどの広範な世論の喚起につながるだ
ろうと考えています。
　総決起集会のおわりには、集会アピールが採択されま
した。その一部を引用します。
　「朝鮮高校生への無償化制度適用を必ず実現し、朝
鮮学校に学ぶ全ての学生たちの誇りが傷つけられず、安
心して民族教育を受けることができる日が来るまで、共に
たたかい続けよう」。
　朝鮮学校のことが気になった方、まずは一度、無償化
ネットのイベントや裁判にお越しください。そして、「常識」
では少し理解しがたいことにも向き合い、包み隠さない朝
鮮学校の姿を少しずつ知っていってください。そのような
輪を広げていくのが無償化ネット愛知の役割であると思っ
ています。今後とも、どうぞよろしくお願いします。



１　控訴審の審理のポイント
　名古屋地裁判決は、愛知朝鮮高校の学校運営について、教
科書の内容などの教育内容を根拠として、教育基本法の禁止す
る「不当な支配」を朝鮮総聯から受けていると疑うべき事情があっ
たから、「法令に基づく学校の運営を適正に行わなければならな
い。」という審査要件（規程 13条）を充足しないとした文部科
学大臣の判断は違法ではない、と判示しました。
　一方、下村文部科学大臣が「拉致問題が進展していない」
ことを明言して、朝鮮高校を就学支援金の対象としていた省令
ハの削除を決定したことに対しては、どのみち朝鮮高校は指定
の要件を満たしていなかったとして、判断を回避しました。現在
まで、省令ハの削除の違法性を正面から判断したのは、唯一学
校側が勝訴とした大阪地裁判決のみで、学校・学生側が敗訴し
た判決では、省令ハの削除の違法性については軒並み、判断
自体が回避されているという特徴があります。
　そこで、控訴審では、省令ハの削除によって、朝鮮高校生を
未来永劫高校無償化の対象から除外した行為に対し、司法判
断の必要性を認めさせ、朝鮮学校を支援してきた総聯との関係を
「不当な支配」と捉えることの誤りを正すことが、重要課題となっ
ています。

２　第１回口頭弁論について
　控訴人側は、控訴理由書、準備書面１、準備書面２、名古
屋大学教育学部准教授の石井拓児先生の意見書等を提出し、
前川喜平元文部科学事務次官の証人尋問を申請しました。以
下にポイントをまとめます。
　（１）　省令ハの削除に対する司法判断の必要性
朝鮮高校に対する不指定処分は、①省令ハの削除により指定

の根拠がなくなったことと、②審査基準を満たさないことの二つが
理由とされています。しかし、朝鮮学校の審査基準は省令ハに
基づく審査のために作成された下位規定なので、省令ハがなくな
れば、存続できません。すると、省令ハが最早ないのに（理由①）、
審査基準があることを前提として、審査基準を充たさない（理由
②）という不指定処分をすることは不可能です。
つまり、朝鮮高校に対する不指定処分は、論理的に両立しな

い理由が併記されているという、まことに珍妙な処分ということに
なります。このような通常あり得ない処分がなされたのは、すでに
申請中の朝鮮学校を省令ハの削除により排除することの横暴さを
隠し、ごまかすためだったと思われます。
　控訴審では、省令ハの削除が不指定処分より先にされた以上、
審査基準である規定 13条に基づく不指定処分は成り立たない、
省令ハの削除こそ真の処分理由として審理の対象とされなけれ
ばならないと主張しています。
　（２）　石井意見書の概要
教育基本法の「不当な支配」について研究されてきた石井

先生は、名古屋地裁判決の違法性について、様 な々教育関係

法令に目配りしながら、以下の通り指摘されています。
　そもそも「不当な支配」の禁止とは、学校に対し「教育の中
立性」を命じているのではなく、「教育の自主性」を歪めるような
「不当な支配」を禁じるものであること、したがって、名古屋地
裁が問題視している教科書の内容や、生徒が朝青に加盟してい
ることなどは、生徒・保護者・教師ら学校内部の合意に基づく限
り何ら問題はなく（＝自主性を歪めるものではなく）、当事者の訴
えがないのに「不当な支配」を認定することは許されない。名
古屋地裁判決の論理は、学校内部の合意に基づく自主的な教
育活動に、行政権力が政治的判断に基づいて介入することを可
能とする危険なロジックである。さらに、不指定処分が審査会の
審査を打ち切ってなされたことは、教育行政が中立公正になされ
るための手続を無視するものである。そもそも高校無償化法は教
育内容の審査を予定していない。教育行政が、特定の教育内
容を理由に就学支援金の交付対象から特定の学校を除外するこ
とは、「権力が要請する特定の教育内容」に強制的に導くこと
につながることから、生徒の学習権を奪うものであると同時に、「子
どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げる国家介
入」として、憲法 13条（幸福追求権）、同23条（学問の自由）、
同26条（教育を受ける権利）に全面的に抵触する。
　（３）　無償化除外によって朝鮮高校生に対する差別が助長

されたこと
　名古屋地裁判決は、無償化除外によっても、「年間 11万 8,800
円が受け取れないだけ」と生徒らの被害を軽んじ、人格権侵害
を認めませんでした。そこで、国の無償化除外によって、インター
ネット上で増大した朝鮮学校に対するヘイトスピーチ（朝鮮高校
生を「寄生虫ゴキブリ民族」「犯罪の大半を起こす予備軍」「テ
ロリスト」、朝鮮学校を「スパイ養成校」などとして日本社会から
の排斥を訴える、生徒達に危害を加えることを扇動するなどの、
ヘイトスピーチ解消法にいう「不当な差別的言動」）を一覧にし
て提出し、国の差別によって社会的差別が助長されている実態
を明らかにしました。朝鮮学校生徒への嫌がらせが国連で問題
とされ、法務省が日本の人権課題と位置づけて取り組んでいる
中で、国が率先して拉致事件と生徒らを結びつけて教育分野で
の差別を行ったことが、このような社会的差別を助長したのであり、
国はその責任を負うべきであると主張しました。

３　被控訴人の主張
　被控訴人は、控訴人らの⑴の主張に対し、省令ハの削除と
規程 13条に基づく不指定理由が論理的に両立しないことは認め
ましたが、省令ハの削除が拉致問題を考慮したなどの理由で違
法とされる場合には、省令ハの削除は無効となって、省令ハが
復活し、規程 13条に基づく処分もできるようになるのだから、本
件不指定処分は違法になることはないという開き直りとも取れる主
張をしています。このような主張は、国が自ら行った省令改正の
効力を無効とするもので、「禁反言」として許されないものです。
　控訴審になり、国の主張の論理破綻はますます明らかになって
いると言えます。多くの方に裁判の内容をご理解頂き、このような
国の訴訟態度について社会に広め、声を上げ、司法が役割を
果たせるように、引き続きご支援をお願いします。
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無償化デー企画・報告②

訪朝報告会

◆ 加藤理恵さん（東京外国語大学）
平壌から帰国後、報告会の準備を含め日朝につい

て考えていたときに大阪での無償化裁判の結果が報
道されました。訪朝団を含む平壌で交流した方々の考
え方と、日本の政治・司法の考え方との差に大きな
ショックを受けたのを覚えています。日本では歴史の
省察が明らかな課題であるにも関わらず、できていな
いという状況に対して私個人は何ができるのかという
ことについても同時に考えるようになりました。そん
な中での訪朝報告会だったため、他の発表者の方々
の訪朝報告を通して私にはなかった視点や考え方を得
ることができ、すでに行動を始めている方々のお話は
とても参考になりました。素晴らしい会に参加させて
いただいたこと感謝申し上げます。

◆ 金永主さん（名古屋工業大学）
個人としては 5回目の訪朝でしたが、行くたびに劇

的に変わる祖国の風景に学ぶことが感じることが多
かったです。特に祖国の発展に自分がどのように寄与
出来るのかたくさん考えさせられました。
　そんな祖国の風景を日本の方々に知ってもらい、日
本における在日朝鮮人の立場や、朝鮮に対するイメー
ジが少しでも良くなって行くためにも訪朝報告会がい
い機会になりましたし、こういった活動の大切さを改
めて感じました。

◆ 森尚子さん（名古屋大学）
朝鮮の人ともっと話がしたい、そして在日朝鮮人と

行動しながら、彼らが感じる朝鮮と日本人の私が感じ
る朝鮮を話し合いたいと思い、二度目の訪朝を決意し
ました。
　滞在中は、対文協の方々や板門店の軍人さんと再
会できたこと、彼らが私達を覚えていてくださったこと
にとても感動しました。私達は国も体制も違いますが、
名前を呼び合い両国の未来を語ることができるとわか
りました。また私自身が自国を離れたことで、日本で
外国人として過ごす在日朝鮮人の境遇を強く意識する
ことになりました。
　訪朝報告会では、日本各地から訪朝団の皆さんが
お越しくださり、更には昨年一緒に訪れた学生も来て
くれて、非常に嬉しい再会を果たすことができました。

　2018年11月２日に訪朝報告会を行ないました。
約 40名の参加者の前で今夏、朝鮮民主主義人民共
和国（以下、朝鮮）に訪れた３人の大学生に訪朝
した内容や感じたことを率直に語っていただきま
した。
　非常に残念ではありますが、日本社会での朝鮮の
イメージは良いものとは言えません。報告者は全員
20 代前半で、2002 年「拉致問題」発覚以降に多
感な時期を過ごした大学生達で、朝鮮の姿を歪曲し
て伝えられた“被害者”であるとも言えるのではない
でしょうか。日本人でも在日朝鮮人でも、ある特定
の国にアクセスすることを制限されることはあって

はならないことです。まして、日本と朝鮮は旧宗主
国と旧植民地被害国という関係です。その歴史と向
き合うことはもちろん、日本の報道によって作られ
た「北朝鮮像」を問い直し、そこに住む人々や生活
への想像を忘れずに、朝鮮を理解していくことが日
本に住む市民として求められていると思います。そ
して、朝鮮半島情勢が好転していく中、その分断の
原因を作った日本の根深い植民地主義的思想を払
拭できるかどうかが日本に住む私たちに問われてい
るのではないでしょうか。
　今回の記事のために報告者の３人からコメントを
いただきました。

2018年12月12日
控訴審第１回口頭弁論のご報告

弁護団　裵明玉
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